
「SAGA2024 国スポ」行幸啓に係る一般奉送迎管理運営補助業務委託仕様書 

 

１ 委託業務の概要 

（1） 委託業務名 

「SAGA2024 国スポ」行幸啓に係る一般奉送迎管理運営補助業務委託 

（2） 委託業務の目的 

必要な人員を確保し、一般奉送迎者を各奉送迎箇所に案内するなど円滑な運

営を行うことを目的とする。 

（3） 履行場所 

佐賀県佐賀市 

（4） 委託期間 

契約締結の日～令和６年 11 月６日（水） 

（5） 契約方法 

一般競争入札 

 

２ 委託業務内容 
（1） 人員の確保業務 

ア 別表１「配置一覧表」のとおり必要な数の人員を確保すること。ただし、

配置人数は予定数であり、実際は委託者と協議の上、決定した配置人数によ

ること。 
イ 配置人員の管理、配置箇所の案内については、受託者で実施すること。 

 
（2） 管理運営補助業務 

① 配置人員名簿の作成 
  受託者は、すべての配置人員について住所、氏名、生年月日など委託者の必

要とする事項を記載した配置人員名簿を作成すること。 
② 配置人員への説明 
ア 配置人員の識別ができるように腕章を着用すること。 
イ 配置箇所に待機し、人が集まってきたら、手荷物検査への案内、検査後の

配置箇所への案内を行うこと。 
ウ 配置箇所に待機している人に、小旗の配布を行うこと。 
エ 配置箇所にいる人が、帰参した後は、小旗の回収やゴミ拾いを行うこと。 

 
３ 留意事項 
（1） 受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせては

ならない。ただし、業務を遂行する上で必要がある場合には、委託者と協議の上、

業務の一部を第三者に委託することができる。 
（2） 本仕様書に明記されていない仕様がある場合は、委託者と協議の上定めるもの

とする。なお、軽微なものについては、委託者の指示によること。 
（3） 受託者は、委託者と常に緊密に連絡を取り、業務方針、業務内容等の疑義を正

すものとし、委託者や県警との打合せに対応できる体制を整えること。 
（4） 受託者は、本業務の実施に当たり統括責任者及び現場監督者（以下「統括責任



者等」という。）を配置すること。 
（5） 統括責任者等は、従事日当日において、現場の状況を把握するとともに、不測

の事態やトラブル発生時には配置人員への的確な指示を行うこと。 
（6） 統括責任者等は、携帯電話を所持し、その電話番号を委託者に事前提示すると

ともに、配置人員においても相互に連絡を取れる体制を整えること。 
 
４ 報告書等の提出 
（1） 受託者は、本委託事業の経過及び成果が記載された実施報告書を作成し、委託

者の検査を受けるものとする。 
（2） 委託者は、必要がある場合には、受託者に対して委託業務の処理状況について

調査し、又は報告を求めることができるものとする。 
 
５ 権利義務の譲渡等 

受託者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承しては

ならない。ただし、委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。 
 
６ 納入物 
（1） 受託者は、次表に掲げる納入物を委託者に納入すること。 
Ｎｏ. 納入物 数量等 納 期 
１ 配置人員名簿 紙媒体１部（Ａ４版）及び

電子データ（ＰＤＦ） 
別に指示する日付 

２ 実施報告書 令和６年 11 月 6日（水） 
（2） 納入物の著作権は、委託者に帰属するものとする。 

 
７ 納入先 

〒840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目１番 59 号 
佐賀県総務部 市町支援課 行政担当（県庁新館７階） 

 
８ 支払方法 

履行完了確認後、受託者からの請求書に基づき支払う。 
 
９ 中止等の場合の支払い 
（1） 荒天その他の理由により、全期間又は一部期間が中止になった場合、実際に生

じた費用に応じ、相互協議の上、変更契約の対象とする。その場合、当委託業務

の精算事務を行うため、既に業務を行った費用についての積算書を委託者の指示

する日時までに提出すること。 
（2） 別表１「配置一覧表」の配置人数に変更が生じた場合、実際に生じた費用に応

じ、相互協議の上、変更契約の対象とする。その場合、変更後の費用についての

積算書を委託者の指示する日時までに提出すること。 
 

10 秘密保持 

（1） 受託者は、業務において知り得た情報を、事前に委託者の書面による承諾を得

ることなく第三者に開示又は漏洩してはならない。 



（2） 受託者は、委託者から開示された情報を知得した自己の役員又は使用人（情報

を知得した後，退職した者も含む。）に対し、本契約に定める秘密保持義務の遵守

を徹底させるものとする。 

（3） 受託者は、委託者から開示された情報を保持するため、当該情報の一部又は全

部を含む資料、記録媒体及びそれらの複写物等について、不当に開示又は漏洩さ

れないよう他の資料等と明確に区別を行い、管理しなければならない。 

 

別表１「配置一覧表」 

従事日 箇所数 配置人数 

令和６年 10 月５日（土） 43 箇所 70 名 

令和６年 10 月６日（日） 27 箇所 50 名 

計 70 箇所 120 名 

 


